
逗子市住環境形成計画（案）に関する 

市民意見募集（パブリックコメント）の実施結果について 

 

１．意見募集の期間    2019年（平成 31年）2月 19日（火）～ 

2019年（平成 31年）3月 20日（水） 

 

２．意見の提出者     2名 

 

３．意見の概要と市の考え方 

採否の対応区分 対応区分 件数 

○ 本案に反映させます。 0件 

□ 本案に反映済みです。 1件 

■ 本案に反映させることはできませんが、事

業実施の際に参考とします。 

4件 

▲ 本案には反映できません。 6件 

合計  11件 

 

No. 意見の概要 
採 

否 
意見に対する市の考え方 

１ 若年層の魅力ある街づくり、駅前

高層化、１Ｆ商店街、アーケード

整備、海までのロマンチック街道

整備、小規模開発規制緩和、特に

8世帯以上の撤廃、300㎡以上→

500㎡、大型病院、企業誘致、ホ

テル誘致 

■ 

 

本計画自体に具体的な事業や条例基準を

定めるものではないため本案に反映させ

ることはできませんが、事業実施や条例

改正等の際に参考とします。 

２ ３ページの「計画体系図」に「逗

子市地域防災計画 地震津波対

策計画編」も追加して下さい。（当

該資料の５７ページ第１０章住

宅対策」の内容が本資料に反映さ

れていません） 

▲ 「計画体系図」は総合計画における住環

境形成計画の位置付けを示すものです。 



３ １ページの「背景」や「目的」で

「……良好な景観やまち並み…

…」とあるが逗子市内全てを指し

ているのか？ 

本当に守るべき「良好な景観やま

ち並み」を示さないと以降の計画

で示された計画内容（２２ペー

ジ）の是非がわからなくなる。 

▲ 具体的な場所ではなく、本市の全体的な住

環境を指しています。 

４ １０ページの「課題」で、「１）

人口・世帯の状況」と「２）住宅

ストックの状況」に対する「３）

本市の課題」との個別の対応を示

して下さい。 

▲ 個別の対応については第４章（21ページか

ら 39ページ）に記載しています。 

５ １８ページ「８）逗子市景観条例、

逗子市まちづくり条例」では、審

査を通過すれば、建築主事を置い

ていない逗子市においては、神奈

川県横須賀土木事務所での建築

確認が許可されてしまいます。 

従って定められた基準に従った

十分な手続を必要とします。と明

記して下さい。 

▲ 条例手続きにおいてはそれぞれ定められ

た基準に沿っているか厳密に審査してい

ます。また、「十分」という表現は人それ

ぞれ受け止め方が異なるため、手続きに関

わる修飾語としてふさわしくないものと

考えます。 

６ ２３ページの図は論点を外して

います。 

［現状｝は、下の図に合わせて「郊

外］と［近郊］に分けて記載して

下さい。 

▲ 基本的に「郊外」「近郊」共に戸建住宅主

体で構成されており、現状の住環境に大

きな差がないため、同様の図としていま

す。 



７ ２４ページの「・容積率 ２０

０％～４００％」と記載せず「・

容積率 ２００％（〇階建て）～

４００％（〇階建て）」と改訂し

て下さい。 

また、狭あい道路に関して一切ふ

れていません。 

▲ 階高によって階数は異なるため、容積率の

み表記しています。 

狭あい道路は、商住（にぎわい）ゾーン

だけの特性ではないため、12ページに記

載しています。 

８ ２５ページの「目標」の中にセッ

トバックを含めないと池田通り

並みの歩道の幅が確保できませ

ん。 

■ 個々の手法については、「実現に向けた取

り組み」に記載する構成としているため

反映させることはできませんが、事業実

施の際に参考とします。 

９ ２７ページ「目標」で「避難でき

る高さがある建築物が適切に配

置され」とあり、「津波避難ビル

の指定」を掲げていますが、それ

では、車椅子を利用する身体の不

自由な人や視覚障碍者など弱者

を助けることができません。 

他市のように津波避難塔など多

様な避難の方法を明記して下さ

い。 

■ 津波避難搭は、計画策定の過程において議

論の対象となっておらず方向性が示され

ていないため、現状では明記することがで

きません。 

事業実施の際は、障がい者対応も踏まえて

避難方法を検討していきます。 

10 ３３ページの「基本方針」では、

将来の空き家には対応していま

すが、３２ページの「現状」には

対応していません。 

 従って、「②」の対応を「④」

に持ってくるべきと考えます。 

□ 市としては対応しているものと考えてい

ます。 



11 ３４ページの「実現に向けた取り

組み」は、各ゾーンで取り上げた

各ゾーン毎の将来像と一致して

いないのではないか？ 

例えば、商住（にぎわい）は「空

き家や空き店舗がない」のが将来

像？ 

２５ページでは「空き家や空き店

舗」などは一切記載されていな

い。 

□ 34ページは、32ページからの「３．空き

家の適正管理と利活用の促進」における実

現に向けた取り組みを示しており、24ペー

ジから 31ページの記載事項と必ずしも一

致するものではありませんが、整合性はと

れているものと考えます。 

12 ３７ページの「主な事業内容」の

「２０１５年度～２０１８年度」

において「・自治基本条例策定に

合わせた検討・改正」とあるが、

自治基本条例は、住民自治の視点

から自治体運営の理念・原則とそ

のための制度・仕組みをルール化

した自治体の最高規範なので、ま

ちづくり条例と混同しています。 

■ 自治基本条例の制定においては整合性を

考慮し、必要に応じてまちづくり条例を改

正するという内容となっており、混同して

いるものではありません。 

 

 

４．担当課        環境都市部まちづくり景観課 


